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岐阜県事務事業評価検討会について 
特定非営利活動法人 地域再生機構 
  副理事長 野村典博   

１．事務事業の外部評価の概要 

１）趣旨 

   ①「県庁の内なる総点検」の一環として、従来からの事務事業の自己評価に加え、県民目線に

よる検討を行うことで評価の客観性を確保 

   ②「岐阜県行財政大綱」に示された一般行政経費削減への寄与 

   ③重点課題への集中投資に充当する行政資源（財源・定数）の捻出への寄与 

２）位置付け 

    平成１９年度は試行として実施し、その成果を見ながら継続について検討 

 ３）対象事業 

   ①平成１８年度に実施した事務事業の自己評価によって優先順位が低いとされた事業（対象事

務事業の約３割）の中から選定 

   ②今年度において見直しを予定している事業の中から選定 

 ４）評価体制 

   外部有識者や県民からの公募のより 15 名程度で構成する「事務事業評価検討会」を設置  

検討会は３つの部会で構成 

 ５）実施時期・回数 

   7 月下旬～9月上旬 ４回開催 

 ６）活用 

   ①事務事業の自己評価や予算編成資料として活用 

   ②行財政改革大綱に沿った財政改革や事務事業の再編整理への寄与 等 

           具体的に ↓ 

     ・平成 20 年度の予算編成に反映 

     ・県政改革再生委員会による包括的審議への付託 

     ・地方行性再構築推進本部における方針決定 

 

２．事務事業の外部評価の進め方 

１）評価検討会の内容 
 総合・人づくり部会 安全・安心な地域づくり部会 活力ある地域づくり部会 

座長 安達寛 

岐阜県経済同友会 

駒宮博男 

NPO 法人地域再生機構 

渡辺伊津子 

朝日大学経営学部 

部会員 ４名（内公募１名） ４名（内公募１名） ４名（内公募１名） 

関連部署 知事直轄、総務部、総合企画

部、教育委員会 

環境生活部、健康福祉部、県

土整備部、都市建設部 

産業労働部、農政部、林政部

実施スケジュール 

全体会 7 月 17 日（火） 

・岐阜県事務事業評価検討会の設置について 

・岐阜県の財政状況等について 

（平成 19 年度の県政運営について、岐阜県行財政改革大綱） 

第１回部会 7 月 17 日（火） 8 事業 7月 17 日（火） 8事業 7月 17 日（火） 8事業

第２回部会 8 月 1 日（水） 11 事業 8月 9 日（木） 12 事業 8月 10 日（金） 12 事業

第３回部会 9 月 12 日（水） 3 事業

(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

9 月 4 日（火） 3 事業

(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

9 月 11 日（火） 3事業

(ﾊﾟｯｹｰｼﾞ)

全体会 11 月 1 日（木） 

・各部会の評価結果について 

・今後のスケジュール、今後に向けた課題・修正点について 
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 ２）評価検討会の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 方向性の区分 
 「廃止」 ：県民ニーズや、社会的必要性が薄れたなどの理由で、意志を持って廃止する事業 
 「休止」 ：事業の必要性はそれなりに認められるが、県財政の状況や、県民ニーズ、社会経済情勢の動向を

見極めるなどの理由から、今後数年間事業の実施を見合わせることが望ましいと考えられる事業 
 「見直し」：事業主体、県の関わり方、事業内容、手法等の見直しを行うべき事業 
 「縮小」 ：事業主体、事業内容、手法等の変更はしないが、事業規模を縮小させるべき事業 
 「継続」 ：事業主体、事業内容、手法、事業規模等を変更することなく継続すべき事業 
 「拡大」 ：事業主体、事業内容、手法等の変更はしないが、事業規模を拡大させるべき事業 

岐阜県事務事業評価検討会（○○部会） 
１．各事業所管課からの概要説明 
    事務事業評価調書、関連資料、説明資料等 
 
２．概要説明に対する部会員と各事業所管課との質疑応答・意見交換 
    評価に向けた事業内容の確認 
    県による見直し等の方向性の確認 
    見直し・評価に関する各部会員からの提案・意見等の表明 
 
３．部会員による審議 

各部会員による事前検討 
（資料事前送付）事務事業評価調書・関連資料 

評価調書の作成 
評価項目 
  事業の必要性 
  事業の効率性 
  事業の効果 
  事業の公平性 
  県実施の必要性 
 
総合評価 
 

廃止 継続 縮小 見直し 休止 拡大 

2.適切な事業主体 

市町村 県 国 民間 

3.県の関わり方 

直接実施 その他 補助 委託 助言・指導

1.今後の方向性※1

記述（今後検討を要する事項・内容） 
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評価調書等の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業担当 子育て支援担当

作 成 者 内線　２６３５

～

対象

意図

■ □ 競争入札 □

□ ■ 随意契約

外郭 ■

□ □ ■ □ 製作の委託

□ □ □

□

■ 有 ■ 有

□ 無 □ 無

■ 　　　　　　１ 回

■ 有 □

□ 無 ■

□

■

□

(Ｃ)

平成　　年度

時期

内容

サポーター養成講座の受講生を募集

県民ニーズ等を把握したか
県民への公表
状況

講座最終日に、アンケート調査を実施

県民満足度
の把握

県民等と協働したか、或いは県民等が参画したか

コースの構成、カリキュラムについては、毎年企画運営委員会の中で、検討を行っている。

講座最終日に、アンケート調査を実施

業務の実施・運営等の委託

(Ｂ)

平成２１年度

広報誌等への掲載

2,2952,594

目標年度

平成　　年度

費
　
　
　
用

その他

記者発表・資料提供の回数　→

ホームページの掲載

2,2952,594

（決算額）

２．事業費の推移

事業費の推移
平成１７年度

県民ニーズ等
の把握

その他 →

(Ａ)

事 業 費（単位：千円） 2,008

受益者負担金

財
源
内
訳

平成１８年度 平成１９年度

（決算額） （当初予算額）
目標年度等

自主財源(一般財源) 2,008

目標年度の区分

県民協働宣言(総合計画)に基づく目標年度(Ａ)

その他の計画等に基づく目標年度(Ｂ)

事務事業の実施期間の最終年度  (Ｃ)

国費(国庫補助金)

ＮＰＯ等
県民との
協働状況

事務事業評価調書（外部評価）

見直し
の状況

過去５年間に、社会経済情勢に対応し、事業内容等の見直しを行ったか

事
業
内
容

［法令等名］

非委託

県民満足度を把握したか

状
況

全面委託済
→

事業詳細
（手段）

どのような活動を行っているのか

○子育て支援に関する講座を習熟度、対象者別に以下のとおり開催。
　・一般コース、一般地域コース（子育てに関心のある者）　　・シニアコース（祖父母等で現代の親子、子育てに関心のある者）　　・子育て相談員コー
ス（県内各機関の子育て相談に従事する者）　・サポーターコース（子育てサポーターとして、身近な地域において子育て支援活動を希望する者）　・市町
村担当職員コース（市町村及び県で実施している子育て支援事業担当職員）　・起業家コース（子育て関係のＮＰＯ等を立ち上げる意志のある者）
○各市町村教育委員会、児童福祉関係課等へ修了者名簿の送付
○サポーター養成講座修了生と、市町村担当職員との交流会を開催。
○子ども家庭課内に「子育てサポーター養成講座企画運営委員会」を設置し、カリキュラム等を検討（年２回）

外
部
委
託
状
況

施設の維持管理 システム開発・管理

健康福祉部 子ども家庭課

主事

外郭団体への委託

一部委託済

法令、条例に基づき策定された県行政
計画等に明記されているか

田中　寛之

岐阜県次世代育成支援行動計画（岐阜っ子元気プラン）

事業終了予定年度　 平成　　  年度

8評価対象年度 会計名 整理番号平成１９年度 一般会計

法令、条例、契約により県実施が義務
づけられているか根拠法令

等

１．事業概要

［計 画 名］

事務事業名

目
的

期 間 　    平成１５年度

誰、何が

どのような状態になることを
目指すのか

事業開始年度

子育てサポーター養成講座事業費

子育て支援に関心のある県民

広く県民に、子育てに関する学習機会を提供し、各種の子育て支援事業で活躍できる人材や、身近
な地域における子育て支援体制を推進する人材の育成を図り、安心して子どもを生み育てることが
できる地域環境づくりを目指す。

種
別
計画策定 設計等委託調査委託

（Ｃ）

平成　　年度

名称

■

□

名称

■

□

名称

□

■

活動指標 説明
(単位)

現在子育て支援活動中の人数／サポーター養成講座サポーターコース修了生　×１００（％）
　　・サポーターコース修了生のうち、子育て支援活動中の方の割合。　　※追跡調査のアンケートの回答があった方のみで算出
○参考
　　平成１４・１５年度・・・５８．１％　平成１６年度・・・６８．４％成果指標

サポーターコース修
了生活動率 66.7% － －

効
果
・
成
果

1871人

指
標
③

指標化が
困難な場合

記述式

目標年度による目標値

平成　　年度

子育てサポーター養成講座を修了した人数（人）

（Ａ） （Ｂ）

－

平成１９年度

活動指標

1129人

平成２１年度

３．指標の推移

平成１７年度 平成１８年度指標等の推移

活動指標

198人 160人
子育てサポーター養
成研修修了者数

説明
(単位)成果指標

子育てサポーター養成講座の修了生の累計（人）
（平成１２年～）
※子育てアドバイザー研修修了生含む）

指
標
①

指
標
②

969人 －
子育てサポーター養
成研修修了者数累計

成果指標

説明
(単位)

□
県民の
大多数

□
県民の
何割か

■ □

■
公益性は
極めて高い

□
低下するが
著しいもの
ではない

□ □

■ 増大傾向 □
横ばい・
減少傾向

□ □

■
見直し済、
変更済

□
見直し済、
変更なし

□ □

□
県以外の団
体（補助金
交付等）

■ 県（委託） □ □

□
競争入札・
公募等複数
から選択

□
一者随契、
補助等の
相手方固定

■ □

□
不可能では
ないが困難
（実施済）

■
可能（他県
等実施例
有）

□ □

□
不可能では
ないが困難
（実施済）

■
可能（他県
等実施例
有）

□ □

■ 重複無し □
一部重複
（但し役割
分担済）

□ □

□
現行方法に
より直接目
的の改善可

■
直接的で無い
が無関係とは
いえない

□ □

■
既に比較の
上現行手法
を実施

□
県の補完とし
て実施(外郭団
体等)

□ □

□ ある □
他県比較等
の相対把握
は可能

■

■
公営性の向
上が明らか

□
事業後間が
無く未だ未
反映

□ □
変化なし・費
用に見合わな
い

比較対象外
（法令による
義務付等）

ない

県民の
ごく一部

さほど低下
しない

ＮＰＯ等実施の可否

県組織内部での重複実施の有無

４．自己評価結果（平成18年度自己点検結果を転記）及び今後の見通し

把握して
いない

見直し無

県
（直接実施）

左記と同様の
上、相手方が
数年間同一

法令等により
複数実施義務
づけ

検討実績なし

検討実績なし

整理したこと
がない

法令等により
実施主体固定

法令等により
定めがある
もの

法令等の制約
により
実施不可

法令等の制約
により
実施不可

直接県民に受
益をもたらす
事業ではない

公益性の向上
を直接の目的
としない

ニーズを直接
充たすもの
ではない

見直し不可
（法令の制約
等）

客観的・明確な効果等の把握方法の
有無

これまでの累積費用に見合う効果や公
益性向上の有無

直接的な受益者の範囲

事業が目的とする公益性の程度
（廃止の際の県民福祉の低下の度合）

住民ニーズの動向

外部環境の変化を踏まえた実施方法の
見直し・変更の経過

現行の事業実施主体はどこか

相手方の選定方法

市町村実施の可否

法令等の制約
により検討不
可

検討実績なし

実施が直接目
的の改善に
つながらない

事業目的と実施方法の間の明確な因果
関係の有無

目的の達成に向けたより効率的・経済
的手法の有無

事
業
の
性
格

住
民
ニ
ー

ズ

事
　
　
業
　
　
主
　
　
体

事
　
業
　
効
　
果

法令等で実施
を義務づけ

４　自己評価等を契機とした今後の見直しの方向性

５　同種の事務事業の見直しに係る国・他の自治体・民間等の事例

国では同様の事業を実施していない。

サポーター養成講座の生涯学習的なコースを縮小し、実践向けコースの拡大が必要となる。
　平成１９年度、地域での子育て支援の充実を図るため、子育て支援に理解と熱意があり、地域で子育て支援活動を行える方を、「子育てマイスター」として認
定する「子育てマイスター事業」を創設した。
　実践向けコースを拡大し、「子育てサポーター」から「子育てマイスター」につなげて、子育て支援に興味のある方が、地域で活動を行うまでをサポートす
る。よって、平成２０年度からは、現在のコースを習熟度ごとに分け、統合を行う。各コースについては、以下のとおり。
　・一般コース（子育てなどに関心のある者）・・・生涯学習的な内容のコースで、子育て支援の入門編
　・子育てサポーターコース（子育てサポーターとして、身近な地域において子育て支援活動を希望する者）・・・子育て支援活動の専門的内容のコース
　・子育てマイスターコース（子育て関係の有資格者や、サポーターコース修了生等、子育てマイスターの認定者）・・・子育て支援活動の実践向け内容のコー
ス
また、各コースを２～３圏域で広く開催し、さらに、開催地をローテーションで変更して、各地域から広く県民の参加を図る。

・市町村によって行政規模や、講座受講希望者数等が異なるため、住民のニーズの存在とは逆に、講座を開講できない自治体が存在す
る可能性が高い。また、習得度に応じたコース設定を行うことが困難である。
・県が行うことにより、きめ細やかなカリキュラム設定が可能となり、また、申込者の習得度に応じたコース設定が可能となる。

・広く県民に、子育てに関する学習機会を提供する機会がなくなるため、また、子育て支援活動の入り口や、掘り起こしの機会が廃止
されることとなる。その結果、子育て支援活動の拡大・充実にも支障が生じる。
・現在、子育て支援活動中の方のレベルアップを図ることが難しくなる。
・名簿の配布・人材育成の廃止により、地域における子育て支援活動者の増加が見込めなくなる。

１　事務事業実施の背景・課題

２　事業を廃止した場合の具体的影響

３　県が関与を継続しなければならない理由

今
　
後
　
の
　
方
　
向
　
性
　
な
　
ど

経緯
　平成元年度　    電話相談員研修創設（教育委員会）（平成１２年度～子育てアドバイザー養成講座へ）
　平成11年度　    子育てコンサルタント養成講座創設（児童家庭課）
　平成15年度～　上記講座を統合し、「子育てサポーター養成講座」創設
課題
　・一般コース以外のコースは、１圏域のみの開催であるため、広く県民の方が参加できない。
　・現在のコースのほとんどが生涯学習的な要素が強く、実践向けの内容が少ない。子育て支援の知識を習得した方はこれまでに養成してきたた
め、生涯学習的内容のコースは縮小し、これからは、各種の子育て支援事業で活動を行うためのコースの拡大が必要である。

□ ■ □

□ □ ■

□ ■ □

□ □ ■

□ ■ □

□ 廃止 □ ■ 見直し □ □ □ 拡大

□ 国 ■ □ 市町村 □

□ 直接実施 □ □ 補助 □ ■県の関わり方 その他→（内容）

今後の方向性 縮小

民間

助言・指導

適切な実施主体

総　合

評　価

休止 継続

※「見直し」の場合、実施主体、県の関わり方の２点について下記から選択（内容については自由記入欄に記述）

県

委託

《今後検討を要する事項、見直しの内容等に関する意見》

講座の内容について問題点・課題があるなら、改善していただきたい。今後、地域の実情や対象受講者など（必要な人、受講希望の人
が受講できるよう）を配慮し、再考されたい。また、サポーターの養成だけでなく、活動の場や仕組みの整備も重要である。

効率性は低い

事業の効果 効果が高い 効果は十分とは言えない 効果は低い

効率性は十分とは言えない

事業の必要性 必要性が高い 必要性は十分とは言えない 必要性は低い

県実施の必要性 必要性が高い 必要性は十分とは言えない

事業の公平性 公平性が高い 公平性は十分とは言えない

必要性は低い

公平性は低い

判  定
　
項  目

５．総合評価（事務事業評価検討会部会員記入欄）

事業の効率性 効率性が高い
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３）年間スケジュール（平成 19年度） 
 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

事

務

事

業

評

価

検

討

会 

 

 

 

 

 

 

 

        

県 

 

 

 

 

 

 

 

         

３．事務事業評価検討会の流れと問題点 
●事務事業の大枠 
   法根拠       1,000 事業 → 評価対象外 

   その他（県裁量事業）2,500 事業 ↓ 
 
●事業所管部署での自己評価 

 
                       →相対評価に対する問題点 
                              （総合計画に関する重要度があるのでは？） 

 
●行政改革課の評価 

 
                Ａ,Ｂ,Ｃは対象外 
                       →Ｄ,Ｅだけが対象？Ａ,Ｂ,Ｃは？ 
 
 
                       →どのような根拠で 100事業を抽出したか？ 
                              （抽出根拠が示されていない） 
 ●事務事業評価検討会での評価  
  ・組織 「事務事業評価検討会」      →県庁内での検討会の位置づけが不明確 
                              （知事委嘱でなく総務部長名） 
  ・会員  有識者（学識者、企業、ＮＰＯ等）公募（県民） 

→市町村職員を入れる必要があるのでは？ 
  ・方法 ３部会に分かれて評価       →部会ごとの統一性が担保されていない 
      事業所管部署からの説明      →周辺事業、関連事業の相対的位置づけが不明確 
      部会員の個人的判断を集積     →部会での討論、決定のプロセスの排除 
４．基本的な問題点 
 ●事業所管部署での自己評価の未公表 
  ・開示し、広く県民に問うべき！・・・事務事業に対して未公表 
  ・県民にわかりやすい資料とすべき・・現状では公開を原則としていないので、難解？ 
 ●事務事業評価検討会の開催経緯、状況が未公開 
  ・このような検討会が開催されていることは、一部の県民しか知らない 
 ●評価基準の曖昧性 
  ・優先順位に関する評価方法がない・・・ 
  ・文化関係事業に関しての議論が絶対評価になりがち 
●コスト意識の欠如 
  ・人件費を含めて事業費とすべき・・・多くの自治体では当たり前 
  ・適性人員への反映が出来ない 

第１回 
全体会 

第２回 
全体会 

第１回 
部 会 

第２回 
部 会 

第３回 
部 会 

◎県政改革再生委員会への報告 
ホームページでの公表 

平成 20 年度予算編成作業 

評価結果の活用 

評価結果の予算編成への反

映状況の検証 
※外部評価の評価 

3月議会

評価 A B C D E
％ 10% 20% 40% 20% 10%
事業数 250 500 1000 500 250

評価 D E
％ 20% 10%
事業数 500 250

この内、約100事業を選択
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参考）評価結果 
評価結果 

評価項目（10 点満点） 今後の方向性(人) 見直しの方向性（人） 

実施主体 県の関わり方 部署 
実施 

方法 
H19 事業費 

必要性 効率性 効果 公平性 必要性 廃止 休止 見直し 縮小 継続 拡大 
国 県

市町

村 
民間 直接 委託 補助

助言

指導
その他 

備考 

【自己評価の優先順位が低い事業】                      

教育総務課 直接 3,000 4 5 5 5 4  1 3  1   1 2    1 1 1  

社会教育文化課 一部委託 2,800 7 5 5 5 5 1  3  1    1 2  1 2    

社会教育文化課 直接 10,000 4 3 3 2 1   4 1   3   1    3 1  

社会教育文化課 直接 1,188 1 1 2 1 2 3  2     1  １    1 1  

学校支援課 直接 4,588 9 6 8 5 8 1    3 1           

学校支援課 負担金 9,000 9 5 6 7 9   2  2 1   1 1   2    

スポーツ健康課 委託(外) 3,200 8 6 7 4 8   1  3 1    1   1    

スポーツ健康課 負担金 29,101 8 5 7 5 6   2  2 1    2   1 1   

広報課 直接 1,000 7 6 6 8 7  1 3   1  3       3  

広報課 直接 757 5 5 5 5 6 1  3   1  3       3  

人事課 直接 849 8 4 4 3 8 1  3  1          2  

職員厚生課 直接 2,660 2 2 3 2 3 2  2   2    2    2   

職員厚生課 直接 7,250 3 1 2 3 2 1 1 3     1  2  1  1 1  

管財課 直接 24,000 7 5 5 3 5   5     5       5  

総合政策課 直接 709 7 4 5 7 7   1 1 2 1    1   1    

総合政策課 一部委託 5,000 3 1 2 1 3 2  3     1  2   2  1  

研究開発課 直接 1,000 0 0 0 0 1 5                

研究開発課 直接 4,197 9 7 9 8 9   1  2 2  1       1  

研究開発課 直接 1,446 9 7 8 9 9   1  3 1  1       1  

【見直を予定している事業】事業群                      

広報課 一部委託 151,267 10 7 10 10 10     4 1           

行財政改革課 全部委託 143,833 2 1 0 1 2  3  2             

社会教育文化課 一部委託 97,531 9 9 9 8 9   2  1 2  1  1 1    1  
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評価結果 

評価項目（10 点満点） 今後の方向性(人) 見直しの方向性（人） 

実施主体 県の関わり方 部署 
実施 

方法 
H19 事業費 

必要性 効率性 効果 公平性 必要性 廃止 休止 見直し 縮小 継続 拡大
国 県

市町

村 
民間 直接 委託 補助

助言

指導
その他 

備考 

【自己評価の優先順位が低い事業】                      

健康福祉政策課 直接 2,000 4 3 6 4 3  1 3 1    1 1 1   2  1  

健康福祉政策課 全部委託 1,000 2 0 1 2 0 3  2     1  2  1   1  

医療整備課 補助 2,400 5 1 1 2 0 3   2             

医療整備課 一部委託 10,000 10 6 7 7 10     4 1           

高齢福祉課 一部委託 3,400 2 1 1 5 1 3  1 1     1    1    

高齢福祉課 直接 8,857 1 0 1 1 0 5                

障害福祉課 委託 2,622 4 2 2 2 2 3  2       2   1 1   

子ども家庭課 全部委託 2,295 7 4 4 4 7   5     2 2   1 1 1 1  

環境生活政策課 一部委託 15,259 5 1 1 2 3 2  2 1    2   1    1  

廃棄物対策課 直接 3,000 9 5 5 6 7 1  1  3   1       1  

廃棄物対策課 直接 1,400 10 5 5 8 9   1  4     1    1   

地球環境課 直接 46,891 8 2 5 4 5   4 1    2  2  2   2  

人づくり文化課 一部委託 6,600 5 4 4 3 4 1  1 1 2   1    1     

人づくり文化課 補助 6,900 7 6 6 5 6   1 1 3   1       1  

用地課 一部委託 57,710 9 5 6 5 9   2  3   2       2  

河川課 一部委託 972 10 5 5 5 6     5            

河川課 補助 2,800 9 10 10 9 8     5            

都市政策課 直接 2,800 6 4 5 5 6 1  3  1   1 2    2  1  

街路公園課 補助 600 3 2 2 1 1 3  1 1      1     1  

建築指導課 全部委託 5,708 9 6 6 7 7    1 4            

【見直を予定している事業】事業群                      

人づくり文化課 全部委託 20,644 2 0 1 2 6 1 1 3     3   1 1   1  

健康福祉政策課 一部委託 75,545 4 3 5 1 4   4 1    1 1 2   2 1 1  

公共交通課 直接 500,000 10 7 7 8 10     5            
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評価結果 

評価項目（10 点満点） 今後の方向性(人) 見直しの方向性（人） 

実施主体 県の関わり方 部署 
実施 

方法 

H19 事業

費 
必要性 効率性 効果 公平性 必要性 廃止 休止 見直し 縮小 継続 拡大 

国 県
市町

村 
民間 直接 委託 補助

助言

指導

その

他 

備考 

【自己評価の優先順位が低い事業】                      

農産園芸課 補助 1,040 3 2 2 3 4 2 2 2     1  1    1 1  

農産園芸課 直接 1,000 7 5 7 6 8   3  2   2 1     1 2  

農産園芸課 補助 10,568 3 3 5 3 2 4    1            

農産園芸課 委託 882 5 4 5 5 7   4 1    3  1    1 3  

農政課 分担金 1,630 6 3 2 4 5 1 1 1  2   1       1  

農業技術課 直接 900 10 6 9 6 9  1   3 1           

県産材流通課 直接 400 5 3 4 4 6 1  3   1  1 1 1    2 1  

県産材流通課 補助 1,800 5 4 4 3 3 2  1  2   1       1  

林政課 負担金 3,150 8 4 3 7 5 1  1  3   1       1  

県産材流通課 直接 420 6 4 5 4 7 1  2  2   1  1    1 1  

森林整備課 直接 202 6 3 4 5 6 1  2  2   2       2  

森林整備課 直接 444 7 5 4 4 6 1  2  2   1  1    1 1  

ぎふﾌﾞﾗﾝﾄﾞ振興課 補助 4,119 6 3 2 3 2 1  3 1      3  1  2   

ぎふﾌﾞﾗﾝﾄﾞ振興課 補助 4,000 6 4 2 3 4 1  4     1 1 2    3 1  

情報産業課 負担金 4,800 7 6 6 3 6 1    4            

情報産業課 補助 11,463 5 5 3 2 4 2  1 2      1    1   

情報産業課 直接 1,326 4 4 3 1 3 1  2 2    2       2  

観光交流課 補助 2,300 10 8 8 7 10     3 2           

観光交流課 直接 1,000 3 0 3 5 2 3  2     1  1    1 1  

労働雇用課 補助 3,630 8 6 6 5 7 1   2 2            

【見直を予定している事業】事業群                      

中小企業課 補助 310,498 10 6 8 8 10   2  3   2       2  

農業技術課 補助 390,400 10 7 9 9 10   1  3 1  1       1  

森林文化ｱｶﾃﾞﾐｰ 直接 105,842 9 7 8 7 8  1 1  3   1       1  


